
江南市指定ごみ袋に掲載する有料広告の取扱基準 

 

（趣旨） 

第１条 この基準は、江南市（以下「市」という。）が作製する指定ごみ袋（以下「ご

み袋」という。）に掲載する有料広告（以下「広告」という。）の取扱いに関し必要

な事項を定めるものとする。 

（広告掲載の申込み） 

第２条 広告掲載希望者（以下「広告主」という。）が、広告掲載を申し込むときは、 

江南市指定ごみ袋有料広告掲載申込書（様式第１）及び広告原稿（電子データ及び紙

出力したもの。以下「原稿」という。）を掲載を開始する年度の前年度の市が指定する

期日までに、江南市長（以下「市長」という。）へ提出しなければならない。 

（広告の作成） 

第３条 広告主は、原稿を自己の負担により作成するものとする。 

（広告内容、デザイン等の審査及び協議） 

第４条 広告の内容、デザイン等については、市の信用性及び信頼性等を損なうことの

ないよう、市と事前に協議しなければならない。 

（広告掲載の決定等） 

第５条 広告掲載の可否を決定したときは、その結果を広告主に、江南市指定ごみ袋有

料広告掲載決定通知書（様式第２）又は江南市指定ごみ袋有料広告非掲載決定通知書

（様式第３）により通知するものとする。 

（広告掲載期間） 

第６条 広告を掲載する期間は、１会計年度の予算で作製する指定ごみ袋１年分の販売

開始から販売終了までとする。 

（広告掲載枠） 

第７条 広告掲載枠は４枠とする。ただし、広告の掲載は１広告主に対し１枠とする。 

（広告の掲載位置及び掲載料等） 

第８条  広告の掲載位置、規格及び掲載料は、次のとおりとする。 

掲 載 位 置 規   格 掲 載 料 

ごみ袋表面 

大袋・縦80.0㎜ × 横180.0㎜ 

中袋・縦70.0㎜ × 横157.5㎜ 

小袋・縦42.5㎜ × 横 97.5㎜ 

※印刷色は、市が指定する単色刷。 

年間 

90,000円／１枠 

 

（広告掲載料の納付期限及び還付） 



第９条 広告掲載料の納入期限は、原稿の提出期限とする。 

２ 納付された掲載料は、特別な事情が無い限り還付しない。 

（広告掲載の取消し） 

第１０条 市は、次のとおり広告主に対して広告掲載の取消しを行うことができるもの

とする。 

（１）期日までに広告掲載料を納入しなかったとき 

（２）期日までに広告原稿を提出しなかったとき 

（３）江南市有料広告掲載に関する要綱で規定する内容に違反したとき 

（損害賠償請求） 

第１１条 前条により市が被害を被った場合は、市長は広告主に対し損害賠償請求を行

うことができるものとする。 

（所管） 

第１２条 この取扱基準を所管する課は、環境課とする。 

 

 

附 則 

この基準は、令和６年１２月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１（基準第２条関係） 

 

江南市指定ごみ袋有料広告掲載申込書 

 

  年   月   日  

江南市長 殿 

               （住所又は所在地） 

            申込者  

                 (氏名又は名称及び代表者氏名）                                      

                

(TEL） 

（Email）                       

(FAX）                       

 

江南市指定ごみ袋に掲載する有料広告の取扱基準第２条の規定に基づき、次のとおり

申し込みます。 

なお、申込みに当たり、次の事項を誓約するとともに、江南市の市税等の納付状況を

市が確認することに同意します。 

 

業  種  

広告の掲載内容 

(広告デザイン案の添付） 
 

掲 載 期 間 年度作製分 

広 告 掲 載 料 金 ９０，０００ 円（年額）  

申 込 担 当 者 

担当部署・氏名 

連絡先 

Ｅmail 

誓 約 事 項 

法令等に違反していません。 

江南市から指名停止措置を受けていません。 

市税等を滞納していません。 

 



様式第２（基準第５条関係） 

 

江南市指定ごみ袋有料広告掲載決定通知書 

                    

第       号 

                                 年  月  日             

 

 様 

 

                            江南市長 澤田 和延 

                              （公 印 省略 ）   

 

年  月  日付けで申込みのありました、江南市指定ごみ袋有料広告の掲載に

ついては、次のとおり掲載することとしましたので、江南市指定ごみ袋に掲載する有料

広告の取扱基準第５条の規定により通知します。 

 

広告の掲載内容 

(広告デザイン案の添付） 
  別  紙 

掲 載 期 間 年度作製分で、販売開始から販売終了まで。 

広 告 掲 載 料   金 ９０，０００ 円（年額） 

掲載料の納付期限       年  月  日 

そ の 他    

 

 

納付場所 

  三菱ＵＦＪ銀行・大垣共立銀行・十六銀行・あいち銀行・名古屋銀行 

岐阜信用金庫・東濃信用金庫・いちい信用金庫・東春信用金庫 

愛知北農業協同組合 

  上記金融機関の本・支店、江南市役所・各支所 

                                          



様式第３（基準第５条関係） 

 

江南市指定ごみ袋有料広告非掲載決定通知書 

                              

                                 第     号 

 年  月  日          

                様 

 

                            江南市長 澤田 和延  

                              （公 印 省略 ）   

 

 年  月  日付けで申込みのありました、江南市指定ごみ袋有料広告掲載に

ついては、掲載できないことと決定しましたので、江南市指定ごみ袋に掲載する有料広

告の取扱基準第５条の規定により通知します。 

 

広告を掲載しない 

こととした理由 

 

 

 

 

そ の 他  

  

 


